
善行賞の受賞者 左から、中谷駿杜さん、三浦暖生さん、石

上昂汰さん、櫻井滉大さん、森風歌さん 後ろは、酒井会長 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
高洲地区交流センター  高洲こども広場   

 

 

 

  

  

 

 高洲地区青少年健全育成推進会議（会長 酒井 敏 高洲第２西自治会長）の平成２９年度大会が、

１１月２５日に高洲地区交流センターで開催されました。 

 大会では、高洲地区善行賞で該当の児童・生徒を会長より表彰しました。 

《高洲地区善行賞》 

高洲小学校 ＪＲＣ委員会  

６年 石田 康次朗さん 中谷 駿杜さん  

５年 三浦 暖生さん 

高洲南小学校 ６年 石上 昂汰さん  

櫻井 滉大さん  中山  豪さん 

高洲中学校 生徒会 生徒会長 

３年 森 風歌さん  

 

表彰後、日本ペップトーク普及協会の堀内 裕一朗氏による『言葉の力 ～安心と意欲と勇気を与え

る声かけとは～』の演題で教育講演会がありました。 

『ペップトーク』は、もともとアメリカでスポーツの試合前に監督が選手を励ますために行っている 

短い激励のスビーチで、『ＰＥＰ』は英語で、元気・活気・活力という意味です。 

 スポーツ現場はもちろん、家庭で、職場で、教育現場で、すぐに実践できるシンプルでポジティブな

言葉を使ったコミュニケーションです。 

 特に、前向きな声かけの言葉で、子供のやる気を引き出し、安心させることができるようです。 

 素敵な声かけで、自分自身がポジティブになり、周囲の人を明るくし、素敵な笑顔で自分や夢を信じ

続けられる。そして、前向きな仲間がどんどん増えて、みんなが元気になり、自己肯定感を持てるよう

になってほしい。 

と非常に楽しく前向きな講演でした。 

 

  

 

ペップトークで明るく元気で前向きな高洲の街を作りましょう！ 



高洲地区交流センター平成３０年３月分使用申請受付は、１月５日（金）午前８時３０分からです。 

 

 

 
 
子育て相談日（要予約） 

◎10 日（水）午前 10 時～午後 4 時 

 相談日以外の日でも気になること確認したいこと

等いつでも職員に声をかけてください。電話でもＯ

Ｋです。 

あかちゃん講座（要予約） 

※みんなで育児情報の交換をしませんか？ママ友作

りのきっかけにしてください。「生活リスム」「あそ

び」「健康」等の話も聞けます。 

◎１月１０日（水）・２月７日（水）・3 月 7 日（水）

午後 2 時～3 時 15 分 ３回出席できる方 

◎対象 平成 29 年８月生まれ位の子とそのママ 

ママのためのリフレッシュ講座「おかしでおひ

 なさま」（要予約）

※市販のお菓子を使ってお雛様作りをします。（ママ

のみ参加、子は託児有）毎年恒例の講座、素敵なお

雛様を作りませんか？ 

◎２月１６日（金）午前９時２５分～１１時１０分 

◎高洲地区交流センター２階料理実習室 

◎講師 平林 睦美先生 

◎参加費 １０８０円          

◎予約日 １月１２日（金）午前９時～  

◎託児 ３００円 ６ヶ月児から 定員１２名 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ＴＥＬ６３５－１４７７ 

 
おはなし会は、毎週土ようび 

ごご２じ～２じ３０ぷん 
 

高洲地区ニュースポーツ教室 

◎種 目 フレッシュテニス・ファミリーバドミ

ントン、ワンバンドふらば～るバレー 

◎日 時 １／１０（水）、１／２４（水） 

     午後７時～８時４５分 

◎会 場 高洲中学校体育館 

◎対 象 高洲地区にお住まいの方、勤務の方 

◎持ち物 参加費 200 円／回、用具（ある人） 

     体育館シューズ、飲物等 

◎申込み 直接会場にお越しください 

◎指導主催 高洲地区藤枝市スポーツ推進委員 

 

 

 

  ６日 十二支のはなし 

 １３日 てぶくろ 

 ２０日 １４ひきのさむいふゆ 

 ２７日 ぐりとぐらのおおそうじ 

 平成３０年度も引き続き高洲地区交流センターで活動し、登録を希望する団体（自主グループ）は、 

登録票を高洲地区交流センターへ、１月９日（火）までに提出してください。 

 団体（自主グループ）としての登録にあたっては、次の事項に注意してください。 

１．会員の総意で会則、役員、事業、会費等が決められ、民主的な運営がなされている。 

（講師主導で、会が運営されていないこと） 

２．会の目的や活動の趣旨に賛同する者ならば誰でも加入できる。 

３．会員の互選による会計が会費を集め、会の運営に充てられ、経理内容が会員に公開されている。 

４．定期的、継続的利用がなされている。 

５．営利目的の事業、政治的・宗教的な活動を行わない。 

６．登録会員数は１０人以上とし、１０人未満となった時は交流センターに申し出る。 

＊新たに当センターで登録を希望する団体等、詳細は高洲地区交流センターまでお問合せください。 

◎日時 平成３０年１月１４日（日）（延期の場 

合、２１日（日））午前９時～午後３時 

◎会場 高洲第四自治会館（高岡１丁目） 

◎内容 販売、即売、発表、展示、実演 ほか 

◎主催 高洲第四自治会 

  

 

高洲 
第四自治会 


